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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　問いのうち特定区間の音高を前記問いの音声特徴として取得する第１音高取得部と、問
いに対する回答の音高を前記回答の音声特徴として取得する第２音高取得部とを備える
解析部と、
　少なくとも前記第１音高取得部で取得された前記問いの音高及び前記第２音高取得部で
取得された前記回答の音高に基づいて、前記問いに対する前記回答を評価する評価部と、
　を具備することを特徴とする会話評価装置。
【請求項２】
　前記評価部は、
　前記第１音高取得部で取得された前記問いの音高と前記第２音高取得部で取得された前
記回答の音高との差分値が所定の範囲内に入るか否かを判定し、
　前記所定の範囲内に入らない場合は、前記所定の範囲内に入るように前記回答の音高の
音高シフト量をオクターブ単位で決定し、
　前記回答の音高を前記音高シフト量だけシフトしたシフト後の回答の音高を、前記回答
の音高として処理する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の会話評価装置。
【請求項３】
　前記評価部は、前記問いの音高から前記回答の音高を減算した音高減算値が所定の基準
値からどれだけ離れるかによって、前記問いに対する前記回答を評価する、ことを特徴と
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する請求項２に記載の会話評価装置。
【請求項４】
　前記問いが終了してから前記回答が開始するまでの時間である会話間隔を検出する会話
間隔検出部を備え、
　前記評価部は、
　前記第１音高取得部で取得された問いの音高及び前記第２音高取得部で取得された回答
の音高、並びに前記会話間隔に基づいて、前記問いに対する前記回答を評価する、
　ことを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれかに記載の会話評価装置。
【請求項５】
　コンピュータを、
　問いのうち特定区間の音高を前記問いの音声特徴として取得する第１音高取得部と、
問いに対する回答の音高を前記回答の音声特徴として取得する第２音高取得部とを備える
解析部と、
　少なくとも前記第１音高取得部で取得された前記問いの音高及び前記第２音高取得部で
取得された前記回答の音高に基づいて、前記問いに対する前記回答を評価する評価部、
　として機能させることを特徴とするプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、会話評価装置およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、話し手が発言した音声自体を分析することで、話し手の心理状態などを分析する
ものが提案されている。例えば特許文献１では、話し手の音声シーケンスを取得し、その
音声シーケンス中にある基音（１つの基本トーン：ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌ　ｔｏｎｅ）
の間隔や音程を検出することで、話し手の心理状態や健康状態などを診断する技術が提案
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４４９５９０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、人同士の会話では、相手から問いが発言されたとき、それに対して相槌を含
め何らかの回答を発言する。このとき、どのように回答するかによって、相手に与える印
象が異なる。
【０００５】
　これに対して、上述した特許文献１の技術は、１人の話し手の音声シーケンスの中での
基音間隔や音程によって、話し手の心理状態などを分析するものである。したがって、２
人の会話中の問いと回答の音声特徴の比較で、その問いに対する回答を評価するものでは
ない。このため、特許文献１の技術では、会話中における回答が、問いに対する回答とし
て良好かどうか評価することはできない。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的の一つは、回答の音
声特徴を問いの音声特徴との比較で評価することで、その問いに対する回答として相手に
与える印象を客観的に確認できる会話評価装置およびプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　このような会話中の問いに対する回答を評価するに当たって、まず人同士でどのような
会話（対話）がなされるかについて、言語的情報以外の情報、とりわけ対話を特徴付ける
音高（周波数）に着目して考察する。
【０００８】
　人同士の対話として、一方の人（ａとする）による問い（問い掛け）に対し、他方の人
（ｂとする）が回答（返答）する場合について検討する。この場合において、ａが問いを
発したとき、ａだけなく、当該問いに対して回答しようとするｂも、当該問いのうちの、
特定区間における音高を強い印象で残していることが多い。ｂは、同意や、賛同、肯定な
どの意で回答するときには、印象に残っている問いの音高に対し、当該回答を特徴付ける
部分の音高が、特定の関係、具体的には協和音程の関係となるように発声する。当該回答
を聞いたａは、自己の問いについて印象に残っている音高と当該問いに対する回答を特徴
付ける部分の音高とが上記関係にあるので、ｂの回答に対して心地良く、安心するような
好印象を抱くことになる、と考えられる。
【０００９】
　このように人同士の対話では、問いの音高と回答の音高とは無関係ではなく、上記のよ
うな関係がある、と考察できる。このような考察を踏まえて、問いに対する回答を評価す
る会話評価システムを検討したときに、上記目的を達成するために、次のような構成とし
た。
【００１０】
　すなわち、上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る会話評価装置は、問いの
うち特定区間の音高を前記問いの音声特徴として取得する第１音高取得部と、問いに対す
る回答の音高を前記回答の音声特徴として取得する第２音高取得部とを備える解析部と、
少なくとも前記第１音高取得部で取得された前記問いの音高及び前記第２音高取得部で取
得された前記回答の音高に基づいて、前記問いに対する前記回答を評価する評価部と、を
具備することを特徴とする。
【００１１】
　この一態様によれば、問いに対する回答の音声特徴としての音高を問いの音声特徴とし
ての音高との比較で評価することができる。これにより、その問いに対する回答として相
手に与える印象を客観的に確認することができる。
【００１２】
　上述したように問いの音高と回答の音高とは、相手に与える印象に密接な関係があるの
で、回答の音高を問いの音高との比較で評価することで、問いに対する回答について信頼
性の高い評価をすることができる。
【００１３】
　上記態様において、前記第１音高取得部で取得された前記問いの音高と前記第２音高取
得部で取得された前記回答の音高との差分値が所定の範囲内に入るか否かを判定し、
　前記所定の範囲内に入らない場合は、前記所定の範囲内に入るように前記回答の音高の
音高シフト量をオクターブ単位で決定し、前記回答の音高を前記音高シフト量だけシフト
したシフト後の回答の音高を、前記回答の音高として処理するようにしてもよい。これに
よれば、男性と女性の会話や大人と子どもの会話のように、問いと回答の発話の音程が大
きく異なる場合においても、問いに対する回答を適正に評価できる。この場合、前記問い
の音高から前記回答の音高を減算した音高減算値が所定の基準値からどれだけ離れるかに
よって、前記問いに対する前記回答を評価することができる。
【００１４】
　上記態様において、前記問いが終了してから前記回答が開始するまでの時間である会話
間隔を検出する会話間隔検出部を備え、前記評価部は、前記第１音高取得部で取得された
問いの音高及び前記第２音高取得部で取得された回答の音高、並びに前記会話間隔に基づ
いて、前記問いに対する前記回答を評価するようにしてもよい。問いに対する回答の音声
特徴として、上述した音高の他にも、問いの終了から回答の開始までの時間（会話間隔）
は相手に与える印象に密接な関係がある。このため、問いと回答の音高のみならず、問い
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と回答の会話間隔についても評価することで、問いに対する回答についてより信頼性の高
い評価をすることができる。
【００１５】
　本発明の態様について、会話評価装置のみならず、コンピュータを当該会話評価装置と
して機能させるプログラムとして概念することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１実施形態に係る会話評価装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示す会話評価装置の動作の一例を示すメインルーチンのフローチャートで
ある。
【図３】図２に示す会話の評価を行う際のサブルーチンを示すフローチャートである。
【図４】本実施形態における問いと回答との音高例を示す図である。
【図５】本実施形態における問いと回答との音高例を示す図であって、問いと回答との音
高差分値が１オクターブ以上ある場合の例を示す。
【図６】本実施形態における音高評価点の算出基準の具体例を説明するための図である。
【図７】本実施形態における会話間隔評価点の算出基準の具体例を説明するための図であ
る。
【図８】本発明の第２実施形態に係る会話評価装置の構成を示すブロック図である。
【図９】図８に示す会話評価装置の動作の一例を示すメインルーチンのフローチャートで
ある。
【図１０】本発明の第３実施形態に係る会話評価装置の構成を示すブロック図である。
【図１１】図１０に示す会話評価装置の動作の一例を示すメインルーチンのフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１８】
＜第１実施形態＞
　図１は、本発明の第１実施形態に係る会話評価装置１０の構成を示す図である。ここで
の会話評価装置１０は、２人の会話音声を１つの音声入力部のマイクロフォンで入力し、
会話中の問いに対する回答を評価して表示する会話トレーニング装置に適用した場合を例
に挙げる。またここでの問いに対する回答には、問いの質問に答える回答のみならず、例
えば「はい」、「いいえ」、「そう」、「うん」、「ふーん」、「なるほど」のような質
問に対する返事や相槌（間投詞）も含まれる。
【００１９】
　図１に示すように、会話評価装置１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、メモ
リやハードディスク装置などの記憶部、１つの音声入力部１０２、表示部１１２などを有
し、当該ＣＰＵが、予めインストールされたアプリケーションプログラムを実行すること
によって、複数の機能ブロックが次のように構築される。詳細には、会話評価装置１０で
は、音声取得部１０４、解析部１０６、判別部１０８、言語データベース１２２、会話間
隔検出部１０９および評価部１１０が構築される。
【００２０】
　なお、特に図示しないが、このほかにも会話評価装置１０は、操作入力部などを備え、
利用者が装置に対して各種の操作を入力し、各種の設定などができるようになっている。
また、会話評価装置１０は、会話トレーニング装置に限られず、スマートフォンや携帯電
話機のような端末装置やタブレット型のパーソナルコンピュータなどであっても良い。ま
た、３人以上の会話音声を１つの音声入力部１０２のマイクロフォンで入力する場合に適
用してもよい。この場合、例えば１人が問いを発話したときに、その問いに対する回答は
、他の２人のうちの誰が回答してもよい。
【００２１】



(5) JP 6464703 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

　音声入力部１０２は、詳細については省略するが、音声を電気信号に変換するマイクロ
フォンと、変換された音声信号をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器とで構成される。
【００２２】
　音声取得部１０４は、リアルタイムでデジタル信号に変換された音声信号を取得してそ
の音声信号を一時的にメモリに記憶する。
【００２３】
　解析部１０６は、デジタル信号に変換された音声信号の解析処理を行って発話（問いや
回答）の音声特徴（音高や音量など）を抽出する。解析部１０６は、問いのうち特定区間
の音高（ピッチ）を問いの音声特徴として取得する第１音高取得部１０６Ａと、回答の音
声に基づく音高を回答の音声特徴として取得する第２音高取得部１０６Ｂとを備える。
【００２４】
　第１音高取得部１０６Ａは、問いの音声信号において発話開始から発話終了までの発話
区間のうち、有声区間における特定区間の音高を検出し、当該音高を示すデータを評価部
１１０に供給する。ここでの特定区間は、発話が終了する直前の所定時間の末尾区間（例
えば１８０ｍｓｅｃ）であり、当該末尾区間における最高値を音高として検出する。
【００２５】
　本実施形態のようにリアルタイムで音声を入力する場合、発話開始は例えば音声信号の
音量が閾値以上になったことで判断することができ、発話終了は例えば音声信号の音量が
一定期間閾値未満となったことで判断することができる。なお、チャタリングを防止する
ため、複数の閾値を用い、ヒステリシス特性を付与してもよい。また、有声区間とは、発
話区間のうち、音声信号の音高（ピッチ）が検出可能な区間をいう。音高が検出可能な区
間とは、音声信号に周期的な部分があって、その部分が検出可能であることを意味する。
【００２６】
　なお、問いの有声区間の末尾区間が無声音（端的にいえば、発声の際に声帯の振動を伴
わない音）である場合、直前の有声音部分から、当該無声音部分の音高を推定しても良い
。問いの特定区間については、有声区間の末尾区間に限られるものではなく、例えば語頭
区間であっても良い。また、問いのうちのどの部分の音高を特定するかについて、利用者
が任意に設定できる構成としても良い。また、有声区間の検出のために音量および音高の
２つを用いるのではなく、いずれか一方を用いて検出しても良いし、どれを用いて有声区
間の検出をするのかを利用者が選択しても良い。
【００２７】
　第２音高取得部１０６Ｂは、回答の音声信号から音高（例えば発話区間の平均音高）を
検出し、当該音高を示すデータを評価部１１０に供給する。
【００２８】
　解析部１０６は、音声取得部１０４でメモリに記憶された音声信号を用いて、特定区間
の検出やその特定区間の音高を検出してもよく、リアルタイムの音声信号を用いて音高を
検出してもよい。リアルタイムで問いの音高を検出する場合には、例えば入力した音声信
号の音高を、直前の音声信号の音高と比較して高い方の音高を記憶して更新する。これを
問いの発話終了まで続けることで、最終的に更新された音高を問いの音高として特定する
。これにより、発話終了までで最大の音高を問いの音高として特定できる。また、回答の
音高を検出する場合は、音節によって特定してもよい。例えば相槌の回答の場合は第２音
節あたりの音高が全体の平均に近くなることが多いので、第２音節開始時の音高を回答の
音高として特定するようにしてもよい。
【００２９】
　判別部１０８は、デジタル信号に変換された発話の音声信号を解析し、文字列に変換す
る音声認識を行うことで、発話の言葉の意味を特定する。これにより、その発話が問いか
回答かを判別し、判別結果を示すデータを解析部１０６に供給する。判別部１０８は、発
話の意味を特定する際に、その発話の音声信号がどの音素に近いのかを、言語データベー
ス１２２に予め作成された音素モデルを参照することにより判定して、音声信号で規定さ
れる言葉の意味を特定する。このような音素モデルには、例えば隠れマルコフモデルを用
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いることができる。
【００３０】
　なお、判別部１０８による発話の判別は、上記の方法に限られるもではなく、音声特徴
の変化によって行うようにしてもよい。例えば語尾区間の音高が上昇した発話があればそ
れは問いと判別でき、その次の発話の音声が２音節であれば相槌の回答と判別できる。ま
た、通常は発話が問いであれば、次の発話は回答である。このため、判別部１０８では、
少なくとも発話が問いか否かを判別できればよい。
【００３１】
　ところで、人同士の対話において問いに対して回答する場合、音高以外にも考慮される
要素として、問いの終了から回答の開始までの時間（会話間隔）がある。例えば、二択で
回答を迫るような問いに対して「いいえ」と回答する場合、慎重を期するために、一呼吸
遅れるように間を取る点も、経験上よく見られる行為である。
【００３２】
　人同士の対話において、二択ではなく、例えばＷｈｏ（誰が）、Ｗｈａｔ（何を）、Ｗ
ｈｅｎ（いつ）、Ｗｈｅｒｅ（どこで）、Ｗｈｙ（なぜ）、Ｈｏｗ（どのようにして）の
ような５Ｗ１Ｈの問いに対しては、ゆっくりと時間をかけて具体的内容を回答する場合が
ある。
【００３３】
　いずれの場合でも、問いの終了から回答の開始までの時間が空くと、問いを発話した相
手に一種の不安感を与えてしまうとともに、以降の会話が弾まない。また、逆に回答まで
の間が詰まり過ぎると、意識的に被されているかのような感覚、または、人の話をまとも
に聞いていないのではないかという感覚になり、不快感を与えてしまう。
【００３４】
　そこで、本実施形態では、問いに対する回答の評価を行う際に、音高だけではなく、問
いの終了から回答の開始までの会話間隔を測定して、これを評価できるようにしている。
詳細には、会話間隔検出部１０９において、問いの終了から回答の開始までの時間（会話
間隔）を検出する。会話間隔は、会話評価装置１０に内蔵されるタイマまたはリアルタイ
ムクロックで計時する。タイマで計時する場合には、問いの終了により計時を開始し、回
答の開始により計時を終了することで、その間の時間を会話間隔として検出する。リアル
タイムクロックで計時する場合には、問いの終了時と回答の開始時の時刻を取得しておき
、その間の時間を会話間隔として検出する。検出された会話間隔の時間データは、評価部
１１０に供給され、上述した問いと回答の音高データとともに評価の対象とされる。
【００３５】
　評価部１１０は、解析部１０６からの問いと回答の音高データと、会話間隔検出部１０
９からの時間データにより、問いに対する回答の評価を行って評価点を算出する。詳細に
は、音高データの評価は、問いの音高から回答の音高を減算した音高減算値を求め、この
音高減算値が所定の基準値からどれだけ離れているかという観点から音高評価点を算出す
る。会話間隔の時間データの評価は、会話間隔の時間が所定の基準値からどれだけ離れて
いるかという観点から会話間隔評価点を算出する。評価部１１０は、これら音高評価点と
会話間隔評価点の合計を最終的な回答の評価点として算出し、表示部１１２に表示する。
これにより、回答者は、問いに対する回答の評価を確認することができる。なお、評価部
１１０による評価の詳細は後述する。
【００３６】
　次に、会話評価装置１０の動作について説明する。図２は、会話評価装置１０における
処理動作を示すフローチャートである。はじめに、利用者が所定の操作をしたとき、例え
ば当該対話のための処理に対応したアイコンなどをメインメニュー画面（図示省略）にお
いて選択したとき、ＣＰＵが当該処理に対応したアプリケーションプログラムを起動する
。このアプリケーションプログラムを実行することによって、ＣＰＵは、図１で示した機
能ブロックを構築する。
【００３７】
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　ここでは、１つの音声入力部１０２のマイクロフォンで２人の自然の会話の音声を入力
し、リアルタイムで音声特徴を取得しながら、問いに対する回答の評価を行う場合を例に
とって説明する。このように自然の会話を１つの音声入力部１０２で入力する場合には、
発話が問いか回答か不明なため、発話が問いか否かの判別が必要となる。なお、ここでは
説明の便宜のため、発話が問いであると判別されれば、その後の発話は回答とし、その発
話が回答であるか否かの判別は行わない。ただし、これに限られるものではなく、問いの
後の発話が回答であるか否かについて判別するようにしてもよい。
【００３８】
　まず、ステップＳａ１１において、音声入力部１０２によって変換された音声信号が音
声取得部１０４を介して解析部１０６に供給され、発話が開始されたか否かが判断される
。例えば発話が開始されたか否かは、音声信号の音量が閾値以上になったか否かで判断さ
れる。なお、音声取得部１０４は音声信号をメモリに記憶する。
【００３９】
　発話が開始されたと判断されると、ステップＳａ１２において、解析部１０６の第１音
高取得部１０６Ａにより、音声取得部１０４からの音声信号に対して発話の音高を音声特
徴として取得する解析処理が行われる。ステップＳａ１１において発話が開始されたと判
断されなければ、発話が開始されたと判断されるまでステップＳａ１１が繰り返される。
【００４０】
　ステップＳａ１３において、解析部１０６によって発話中か否かが判断される。発話中
か否かは、閾値以上の音量の音声信号が続いているか否かで判断される。ステップＳａ１
３において発話中であると判断されると、ステップＳａ１２に戻り、音高を取得するため
の解析処理が継続される。ステップＳａ１３において発話中でないと判断されると、ステ
ップＳａ１４において判別部１０８により発話は問いか否かが判断される。ステップＳａ
１４において発話は問いでないと判断されると、ステップＳａ１１に戻り、次の発話の開
始待ちとなる。
【００４１】
　これに対して、ステップＳａ１４において発話は問いであると判断されると、ステップ
Ｓａ１５において、発話（問い）が終了したか否かを判断する。問いが終了したか否かは
、例えば音声信号の音量が所定の閾値未満となった状態が所定時間継続したか否かで判断
される。
【００４２】
　ステップＳａ１５において発話（問い）が終了していないと判断されると、ステップＳ
ａ１２に戻り、音高を取得するための解析処理が継続される。第１音高取得部１０６Ａは
、音声信号の解析処理によって、発話（問い）の音高（例えば問いの語尾区間の最高音高
）を音声特徴として取得すると、その問いの音高データを評価部１１０に供給する。
【００４３】
　ステップＳａ１５において発話（問い）が終了したと判断されると、ステップＳａ１６
において、会話間隔検出部１０９により会話間隔の計時が開始される。
【００４４】
　次に、ステップＳａ１７において、回答が開始されたか否かが判断される。このときに
は既に問いの終了後であるため、次の発話は回答になる。このため、回答が開始されたか
否かは、問いの終了後の音声信号の音量が閾値以上になったか否かで判断される。
【００４５】
　ステップＳａ１７において回答が開始されたと判断されると、ステップＳａ１８におい
て、会話間隔検出部１０９により会話間隔の計時が終了される。これにより、問いの終了
から回答の開始までの会話間隔の時間を計時することができる。会話間隔検出部１０９は
計時した会話間隔の時間データを評価部１１０に供給する。
【００４６】
　ステップＳａ１９において、解析部１０６の第２音高取得部１０６Ｂにより、音声取得
部１０４からの音声信号に対して回答の音高を音声特徴として取得する解析処理が行われ
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る。
【００４７】
　ステップＳａ２０において、回答が終了したか否かを判断する。回答が終了したか否か
は、例えば音声信号の音量が所定の閾値未満となった状態が所定時間継続したか否かで判
断される。
【００４８】
　ステップＳａ２０において回答が終了していないと判断されると、ステップＳａ１９に
戻り、音高を取得するための解析処理が継続される。第２音高取得部１０６Ｂは、音声信
号の解析処理によって、回答の音高（例えば回答の平均音高）を音声特徴として取得する
と、その回答の音高データを評価部１１０に供給する。ステップＳａ２０において発話（
回答）が終了したと判断されると、ステップＳａ２１において、評価部１１０によって会
話の評価が実行される。
【００４９】
　図３は、図２におけるステップＳａ２１の会話評価の処理の詳細を示すフローチャート
である。
【００５０】
　まず、ステップＳｂ１１において、評価部１１０は、第１音高取得部１０６Ａから取得
した問いの音高データと第２音高取得部１０６Ｂから取得した回答の音高データとに基づ
いて問いの音高と回答の音高との差分値（問いの音高から回答の音高を減算した音高減算
値の絶対値）を算出する。
【００５１】
　ステップＳｂ１２において、評価部１１０は、算出された音高差分値が所定の範囲内か
否かを判断する。この音高差分値が所定の範囲外であると判断されると、ステップＳｂ１
３において、評価部１１０は、回答の音高の調整を行う。具体的には、評価部１１０は、
上記音高差分値が所定の範囲内（例えば１オクターブの範囲内）に入るように、回答の音
高の音高シフト量をオクターブ単位で決定する。評価部１１０は、回答の音高を音高シフ
ト量だけ調整して、ステップＳｂ１１に戻り、問いの音高とシフト後の回答の音高とによ
り音高差分値を算出し直す。これによれば、地声が高い音声の人（例えば女性や子供）と
地声が低い音声の人（例えば男性）との会話のように、地声で１オクターブ以上の音高差
があるような場合においても、その地声などの音高差を修正して、問いに対する回答を適
正に評価できるようにしたものである。なお、上述した男性と女性の会話のみならず、男
性同士の会話でも、また女性同士の会話においても、地声で１オクターブ以上の音高差が
ある場合もあるので、このような場合にも、問いに対する回答を適正に評価できる。
【００５２】
　なお、上記音高差分値が所定の範囲内（例えば１オクターブの範囲内）に入るまで、ス
テップＳｂ１３において回答の音高を１オクターブずつ調整するようにしてもよい。また
、ここでは、問いの音高はそのままで回答の音高の方を調整する場合を例に挙げたが、こ
れに限られるものではなく、回答の音高はそのままで問いの音高の方を調整するようにし
てもよい。
【００５３】
　ステップＳｂ１２において、評価部１１０は、上記音高差分値が所定の範囲であると判
断されると、ステップＳｂ１４において、評価部１１０は、問いの音高から回答の音高を
減算した音高減算値に基づいて音高の評価点を算出する。このとき、ステップＳｂ１３に
おいて音高の調整を行った場合には、その音高の調整後の音高減算値を用いて音高の評価
点を算出する。ここでの音高減算値は、問いの音高から回答の音高を減算したものである
から、回答の音高が問いの音高より低い場合はプラス値になり、回答の音高が問いの音高
より高い場合はマイナス値になる。これは、回答の音高が問いの音高より低い場合を、問
いの音高より高い場合よりも高評価にするためである。ステップＳｂ１４における音高評
価点は、上記音高減算値が所定の基準値からどれだけ離れているかという観点から算出さ
れる。例えば所定の基準値を７００ｃｅｎｔとすれば、上記音高減算値が７００ｃｅｎｔ
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のときを満点（１００点）とし、上記音高減算値が７００ｃｅｎｔから離れるほど評価点
の減算をすることで、問いに対する回答の音高評価点を算出する。これによれば、音高評
価点が１００点に近いほど、問いに対する回答が良好である。なお、上記音高減算値が所
定の基準値に近づくほど評価点の加算をするようにしてもよい。
【００５４】
　次に、ステップＳｂ１５において、評価部１１０は、会話間隔検出部１０９からの会話
間隔の時間データに基づいて、会話間隔の評価点を算出する。このような会話間隔の評価
は、問い終了から回答開始までの会話間隔の時間が所定の基準値からどれだけ離れている
かという観点から算出される。例えば所定の基準値を１８０ｍｓｅｃとすれば、会話間隔
の時間が１８０ｍｓｅｃのときを満点（１００点）とし、会話間隔の時間が１８０ｍｓｅ
ｃから離れるほど評価点の減算をすることで、会話間隔評価点を算出する。これによれば
、会話間隔評価点が１００点に近いほど、問いに対する回答が良好である。なお、会話間
隔の時間が所定の基準値に近づくほど評価点の加算をするようにしてもよい。
【００５５】
　続いて、ステップＳｂ１６において、評価部１１０は、問いに対する回答の音高評価点
と会話間隔評価点から総合評価点を算出する。総合評価点は、単純に音高評価点と会話間
隔評価点を加算して算出する。なお、総合評価点は、音高評価点と会話間隔評価点に所定
の重み付けを付加してから加算して算出してもよい。
【００５６】
　次に、ステップＳｂ１７において、評価部１１０は、問いに対する回答の評価結果を表
示部１１２に表示させて、図２のステップＳａ２１に戻る。評価結果は、総合評価点のみ
を表示させる。これにより、問いに対する回答の評価を、評価点というスコア値で客観的
に確認することができる。なお、総合評価点だけでなく、音高評価点と会話間隔評価点と
を表示させるようにしてもよい。
【００５７】
　また、問いに対する回答の評価結果の表示は、評価点のみならず、表示部１１２に評価
点に応じたイルミネーションやアニメーションを表示するようにしてもよい。また、問い
に対する回答の評価結果は、表示部１１２の画面表示だけに限られるものではない。例え
ば会話評価装置１０を携帯端末に適用した場合には、その携帯端末の振動機能や音発生機
能を利用して、評価点に応じた振動パターンで会話評価装置１０を振動させたり、評価点
に応じた音を発生させたりするようにしてもよい。
【００５８】
　また、会話評価装置１０をぬいぐるみなどの玩具やロボットに適用した場合には、問い
に対する回答の評価結果を、ぬいぐるみやロボットの動作で表すようにしてもよい。例え
ば評価点が高い場合には、ぬいぐるみやロボットにばんざい動作をさせることができ、評
価点が低い場合には、ぬいぐるみやロボットにがっかり動作をさせることもできる。これ
により、問いに対する回答による会話トレーニングをより楽しく行うことができる。
【００５９】
　ここで、本実施形態における評価部１１０が行う音高の調整（ステップＳｂ１２、Ｓｂ
１３）について図面を参照しながらより詳細に説明する。ここでは、問いと回答の音高差
分値が、１オクターブ以内である場合（音高を調整しない場合）と、１オクターブ以内で
ない場合（音高を調整する場合）とを比較しながら説明する。
【００６０】
　図４と図５はそれぞれ、音声入力された問いと回答との関係を、音高を縦軸にとり、時
間を横軸にとって例示した図である。図４は音高差分値が１オクターブ以内である場合で
あり、図５は音高差分値が１オクターブ以内でない場合である。
【００６１】
　図４および図５において、符号Ｑで示される実線は、問いの音高変化を簡易的に直線で
示している。符号ｄＱは、この問いＱにおける特定区間の音高（語尾区間の最高音高）で
ある。また、図４において、符号Ａで示される実線は、問いＱに対する回答の音高変化を



(10) JP 6464703 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

簡易的に直線で示しており、符号ｄＡはこの回答Ａの平均音高である。符号Ｄは、問いＱ
の音高ｄＱと回答Ａの音高ｄＡとの差分値である。なお、図４の符号ｔＱは問いＱの終了
時刻であり、符号ｔＡは回答Ａの開始時刻である。符号Ｔは、ｔＱとｔＡとの間の時間で
あり、問いＱの終了から回答Ａの開始までの時間に相当する。
【００６２】
　図５において、符号Ａ’で示される点線は、回答Ａの音高を１オクターブだけシフトさ
せた音高調整後の回答の音高変化を直線で示したものである。符号ｄＡ’はこの音高調整
後の回答Ａ’の平均音高である。符号Ｄ’は、問いの音高ｄＱと音高調整後の回答Ａ’の
音高ｄＡ’との差分値である。
【００６３】
　図４においては、音高差分値Ｄが１オクターブ（１２００ｃｅｎｔ）以内である場合で
ある。この場合には、音高の調整は不要であるため、図３のステップＳｂ１１で音高差分
値Ｄが算出された後は、ステップＳｂ１３が実行されずに、ステップＳｂ１４にて問いＱ
の音高ｄＱから回答Ａの音高ｄＡを減算した音高減算値によって音高評価点が算出される
。ここでの音高減算値は、回答Ａの音高ｄＡが問いＱの音高ｄＱよりも低いのでその音高
差はプラス値となるため、音高差分値Ｄと同値になる。
【００６４】
　これに対して、図５においては、音高差分値Ｄが１オクターブ（１２００ｃｅｎｔ）を
超える場合である。この場合には、音高の調整が必要となる。図５では、回答Ａの音高が
問いＱの音高よりも低い方に大きくずれているので、例えば地声が高い人の問いＱに対し
て、１オクターブ以上地声が低い人が回答Ａをしたような場合である。このように同じ音
量で同じ音声を発した場合でも、地声で１オクターブ以上の音高差がある場合には、その
まま問いと回答の音高差で評価しても、地声の差異の分だけ評価点が大きくずれてしまい
、適切な評価ができない可能性がある。そこで、本実施形態においては、図３のステップ
Ｓｂ１３で回答Ａの音高ｄＡを、高い方に１オクターブＲだけシフトさせて、回答Ａ’の
音高ｄＡ’に調整する。このように、問いＱの音高ｄＱと調整後の回答の音高ｄＡ’との
音高差分値Ｄ’は、１オクターブ（１２００ｃｅｎｔ）以内にする。これにより、発話機
構の影響を少なくすることができるので、適切な音高評価点を算出することができる。な
お、音高調整は、音高が高い方にオクターブ単位でシフトする場合に限られず、音高が低
い方にオクターブ単位でシフトするようにしてもよい。
【００６５】
　次に、本実施形態における評価部１１０が行う音高評価点の算出（ステップＳｂ１４）
について図面を参照しながらより詳細に説明する。図６は、音高評価点の算出基準の具体
例を説明するための図であり、横軸には問いと回答との音高減算値Ｄをとり、縦軸には音
高評価点をとっている。図６において、符号Ｄ０は、音高減算値の基準値であり、例えば
７００ｃｅｎｔである。図６に示す実線は、音高評価点の算出基準線であり、音高減算値
Ｄが高い方にも低い方にも、音高基準値Ｄ０から離れるほど評価点が低くなるような直線
で示したものである。音高評価点の算出基準線は、基準値Ｄ０から所定範囲（下限値ＤＬ
～上限値ＤＨ）外は、音高評価点が０になるように設定されている。このため、例えば音
高減算値が基準値Ｄ０である場合を１００点とすれば、所定範囲（下限値ＤＬ～上限値Ｄ
Ｈ）内において基準値Ｄ０から離れるほど点数が低くなり、所定範囲（下限値ＤＬ～上限
値ＤＨ）外では０になる。なお、図６の音高評価点の算出基準線は、基準値Ｄ０を通る縦
軸に平行な直線に対して線対称となる場合を例に挙げているが、必ずしも線対称でなくて
もよい。例えば基準値Ｄ０の前後で直線の傾きを変えるようにしてもよい。また、音高評
価点の算出基準線は、直線に限られるものではなく、曲線であってもよい。また音高評価
点の算出基準線は、線形に限られず、非線形であってもよい。
【００６６】
　図６に示す音高評価点の算出基準線によって音高評価点を算出する場合には、算出され
た問いＱの音高から回答Ａの音高を減算した音高減算値をＤｘとすれば、算出基準線でＤ
ｘに対応するＳｄｘが音高評価点の加算点または減算点となる。例えば初期の音高評価点
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を０点とすれば、その０点に加算点（減算点）を加算（減算）することによって、音高評
価点を算出する。
【００６７】
　音高減算値の基準値Ｄ０は、問いに対する最適な回答の音高になるように設定すること
が好ましい。ここでは、基準値Ｄ０を７００ｃｅｎｔに設定した場合を例に挙げている。
これは、問いの音高に対して回答の音高が略５度下の関係、すなわち協和音程の関係にな
る音高減算値である。このように、基準値Ｄ０は、問いと回答の音高減算値が協和音程の
関係になる音高減算値であることが好ましい。これは人同士の会話において、問いに対し
て完全肯定をする場合には、問いと回答の音高減算値が協和音程の関係に近いほど、心地
良く、安心するような好印象を抱く適切な回答になるからである。これにより、問いの音
高から回答の音高を減算した音高減算値が基準値に近いほど、問いに対して良好な回答で
あると評価できる。なお、問いの音高に対する回答の音高の関係は、上述した略５度下の
協和音程の関係に限られるものではなく、略５度下以外の協和音程の関係としてもよい。
例えば、完全８度、完全５度、完全４度、長・短３度、長・短６度であっても良い。さら
に、協和音程の関係でなくても、経験的に良い印象を与える音程の関係の存在が認められ
る場合もあるので、当該音程の関係にしても良い。
【００６８】
　次に、本実施形態における評価部１１０が行う会話間隔評価点の算出（ステップＳｂ１
５）について図面を参照しながらより詳細に説明する。図７は、会話間隔評価点の算出基
準の具体例を説明するための図であり、横軸には会話間隔の時間Ｔをとり、縦軸には会話
間隔評価点をとっている。図７において、符号Ｔ０は、会話間隔評価の基準値であり、例
えば１８０ｍｓｅｃである。図７に示す実線は、会話間隔評価点の算出基準線であり、会
話間隔の時間Ｔが長くなる方にも短くなる方にも、会話間隔基準値Ｔ０から離れるほど評
価点が低くなるような直線で示したものである。会話間隔評価点の算出基準線は、基準値
Ｔ０から所定範囲（下限値ＴＬ～上限値ＴＨ）外になると、会話間隔評価点が０になるよ
うに設定されている。このため、例えば会話間隔の時間が基準値Ｔ０である場合を１００
点とすれば、所定範囲（下限値ＴＬ～上限値ＴＨ）内において基準値Ｔ０から離れるほど
点数が低くなり、所定範囲（下限値ＴＬ～上限値ＴＨ）外では０になる。なお、図７の会
話間隔評価点の算出基準線は、基準値Ｔ０を通る縦軸に平行な直線に対して線対称となる
場合を例に挙げているが、必ずしも線対称でなくてもよい。例えば基準値Ｔ０の前後で直
線の傾きを変えるようにしてもよい。また、会話間隔評価点の算出基準線は、直線に限ら
れるものではなく、曲線であってもよい。また会話間隔評価点の算出基準線は、線形に限
られず、非線形であってもよい。
【００６９】
　図７に示す会話間隔評価点の算出基準線によって会話間隔評価点を算出する場合には、
算出された問いＱと回答Ａの会話間隔時間をＴｘとすれば、算出基準線でＴｘに対応する
Ｓｔｘが会話間隔評価点の加算点または減算点となる。例えば初期の会話間隔評価点を０
点とすれば、その０点に加算点（減算点）を加算（減算）することによって、会話間隔評
価点を算出する。
【００７０】
　会話間隔の基準値Ｔ０は、問い終了から回答開始までの最適な時間を設定することが好
ましい。ここでは、基準値Ｔ０を１８０ｍｓｅｃに設定した場合を例に挙げている。これ
は問いに対する回答が相手に心地良く、安心するような好印象を抱かせる会話間隔の時間
である。これによれば、問い終了から回答開始までの会話間隔の時間が、基準値に近いほ
ど、問いに対して良好な回答であると評価できる。
【００７１】
　なお、音高減算値の基準値Ｄ０、会話間隔の時間の基準値Ｔ０は、必ずしも完全肯定の
回答を評価する場合の基準値に限られるものではない。怒りの回答、気のない回答のよう
な感情を伴った回答など回答の種類に応じて会話間隔の基準値Ｔ０を変更するようにして
もよい。これにより、問いに対する回答の種類に応じて、適切な回答の評価が可能となる
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。例えば怒りの回答を評価する場合には、会話間隔の時間の基準値Ｔ０を完全肯定の場合
（１８０ｍｓｅｃ）よりも短くする。これにより、問いに対する回答の怒りの度合いを評
価することができる。また気のない回答を評価する場合には、会話間隔の時間の基準値Ｔ
０を完全肯定の場合（１８０ｍｓｅｃ）よりも長くする。これにより、問いに対する回答
の気のない度合いを評価することができる。
【００７２】
　また、音高減算値の基準値Ｄ０、会話間隔の時間の基準値Ｔ０は、上記のような回答の
種類に応じて複数設けるようにしてもよい。例えば完全肯定の回答の場合の基準値、怒り
の回答の場合の基準値、気のない回答の場合の基準値を別々に設けるようにしてもよい。
【００７３】
　また、問いと回答の音声特徴として、音高の他に音量についても評価するようにしても
よい。詳細には、例えば問いと回答の音量を音声特徴として取得し、問いの音量と回答の
音量の差分値を求め、この差分値が所定の基準値からどれだけ離れているかという観点か
ら音量評価点を算出する。音量評価点は、音高評価点と会話間隔評価点に加算して総合評
価点を算出する。音量差分値の基準値についても、上記回答の種類に応じて変更したり、
複数の基準値を設けたりしてもよい。例えば気のない回答の場合は、完全肯定の回答の場
合よりも基準値を低くする。これにより、問いに対する回答の気のない度合いを評価する
ことができる。
【００７４】
　また、問いと回答を繰り返し音声入力し、各回答について評価点を算出した場合には、
図３のステップＳｂ１４、Ｓｂ１５、Ｓｂ１６においては、各回答について算出した評価
点を加算するようにしてもよい。
【００７５】
　以上詳述したように，本実施形態に係る会話評価装置１０によれば、問いに対する回答
の音声特徴を問いの音声特徴との比較で評価することができる。これにより、その問いに
対する回答として相手に与える印象を客観的に確認することができる。また、問いと回答
の音声特徴として、問いの音高と回答の音高とは、相手に与える印象に密接な関係がある
ので、回答の音高を問いの音高との比較で評価することで、問いに対する回答について信
頼性の高い評価をすることができる。さらに、問いと回答の音声特徴として、音高の他に
も、問いの終了から回答の開始までの時間（会話間隔）は相手に与える印象に密接な関係
がある。このため、問いと回答の音高のみならず、問いと回答の会話間隔についても評価
することで、問いに対する回答についてより信頼性の高い評価をすることができる。
【００７６】
　なお、第１実施形態にかかる会話評価装置１０をスマートフォンや携帯電話機のような
端末装置に適用した場合には、音声の入力と特徴の取得は携帯端末で行い、会話の評価に
ついては携帯端末とネットワークで接続された外部サーバが行うようにしてもよい。また
、音声の入力は携帯端末で行い、入力した音声の特徴の取得と会話の評価については外部
サーバが行うようにしてもよい。
【００７７】
＜第２実施形態＞
　次に、第２実施形態について説明する。図８は、第２実施形態に係る会話評価装置１０
の構成を示すブロック図である。第１実施形態では、人が発話した問いに対して人が発話
した回答を１つの音声入力部１０２のマイクロフォンで入力してその回答を評価する場合
を例に挙げたが、第２実施形態では、合成音声でスピーカ１３４から再生した問いに対し
て、人が発話した回答を１つの音声入力部１０２のマイクロフォンで入力して評価する。
なお、第１実施形態に係る会話評価装置１０の構成と同様の機能を有する部分については
同一符号を付してその詳細な説明を省略する。
【００７８】
　第２実施形態に係る会話評価装置１０は、問い選択部１３０、問い再生部１３２、問い
データベース１２４を備える。なお、第２実施形態に係る会話評価装置１０では、図１に
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示す判別部１０８、言語データベース１２２が設けられていない。これは、第２実施形態
に係る会話評価装置１０では、問いは予め音高が決められている音声データが選択され、
スピーカ１３４から再生されるので、発話が問いである否かの判定は不要だからである。
【００７９】
　問いデータベース１２４は、問いの音声データを、予め複数記憶する。この音声データ
は、モデルとなる人物の音声を録音したものである。問いの音声データについては、例え
ばｗａｖやｍｐ３などのフォーマットであり、標準で再生したときの波形サンプル毎（ま
たは波形周期毎）の音高と、特定区間の音高（語尾区間の最高音高）が予め求められてい
て、その特定区間の音高を示すデータが音声データに対応付けられて問いデータベース１
２４に記憶されている。なお、ここでいう標準で再生とは、音声データを録音時の条件（
音高・音量・音色・話速など）と同じ条件で再生する、という意味である。
【００８０】
　なお、問いデータベース１２４に記憶する問いの音声データについては、人物Ａ、Ｂ、
Ｃ、…のように複数人にわたって、同一内容の問いを記憶させても良い。人物Ａ、Ｂ、Ｃ
、…については例えば有名人、タレント、歌手などとして、各人物毎に音声データをデー
タベース化する。また、このようにデータベース化する場合、メモリーカードなどの媒体
を介して問いの音声データを問いデータベース１２４に格納させても良いし、会話評価装
置１０にネットワーク接続機能を持たせて、特定のサーバから問いの音声データをダウン
ロードし、問いデータベース１２４に格納させても良い。メモリーカードやサーバから問
いの音声データを入手する場合、無償であっても良いし、有償であっても良い。
【００８１】
　また、問いの音声データは、どの人物をモデルとして欲しいのかを、利用者が操作入力
部等によって選択可能な構成としても良いし、各種条件（日、週、月など）毎にランダム
で決定する構成としても良い。また、問いの音声データは、音声入力部１０２のマイクロ
フォンを介して、利用者自身や、当該利用者の家族、知人の音声を録音したもの（または
別途の装置によってデータ化したもの）をデータベース化しても良い。このように身近な
人物の音声で問いが発話されると、あたかも当該人物と対話しているかのような感覚を得
ることができる。
【００８２】
　問い選択部１３０は、問いの音声データを、問いデータベース１２４から１つを選択し
、当該選択した問いの音声データを、対応付けられた音高データとともに、読み出して取
得する。問い選択部１３０は、取得した音声データは問い再生部１３２に供給し、音高デ
ータは解析部１０６に供給する。なお、問い選択部１３０が、複数の音声データのうち、
１つの音声データをどのようなルールで選択するかについては、例えばランダムでも良い
し、図示しない操作部から選ぶようにしても良い。問い再生部１３２は、問い選択部１３
０からの問いの音声データをスピーカ１３４で再生する。
【００８３】
　次に、このような第２実施形態に係る会話評価装置１０の動作について説明する。図９
は、第２実施形態に係る会話評価装置１０における処理動作を示すフローチャートである
。まず、ステップＳｃ１１において、問い選択部１３０は問いデータベース１２４から問
いを選択する。続いて、ステップＳｃ１２において、問い選択部１３０は、選択した問い
の音声データと特徴データ（音高データ）を取得する。問い選択部１３０は、取得した音
声データを問い再生部１３２に供給し、音高データは解析部１０６に供給する。解析部１
０６の第１音高取得部１０６Ａは、問い選択部１３０からの問いの音高データを取得し、
評価部１１０に供給する。
【００８４】
　続いて、ステップＳｃ１３において、問い再生部１３２は、選択された問いの音声デー
タをスピーカ１３４で再生する。そして、ステップＳｃ１４において、問いの再生が終了
したか否かを判断する。ステップＳｃ１４において、問いの再生が終了したと判断すると
、ステップＳｃ１５にて会話間隔の計時を開始する。以降は、回答の発話の処理（ステッ
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プＳｃ１６～Ｓｃ２０）であり、図２における回答の発話の処理（ステップＳａ１７～Ｓ
ａ２１）と同様である。
【００８５】
　このような第２実施形態に係る会話評価装置１０によれば、スピーカ１３４で問いが再
生され、その問いに対する回答の音声を音声入力部１０２のマイクロフォンで入力すると
、その回答の評価値が表示部１１２に表示される。これによれば、問いがスピーカ１３４
で再生されるので、問いを発話する相手がいなくても、１人で問いに対する回答を訓練す
ることができる。また、問いがスピーカ１３４で再生されるので、回答だけを音声入力部
１０２のマイクロフォンで入力すれば足りるため、音声入力部１０２から入力される発話
が問いか否かの判別が不要になる。
【００８６】
　なお、本実施形態における解析部１０６において、第１音高取得部１０６Ａは、音声入
力部１０２を介さずに、問い選択部１３０により選択された問いの音声データを解析して
、当該音声データを標準で再生したときの平均音高を取得し、この音高データを評価部１
１０に供給する構成としても良い。この構成によれば、音高データを問いの音声データに
予め関連付けて問いデータベース１２４に記憶させる必要がなくなる。
【００８７】
＜第３実施形態＞
　次に、第３実施形態について説明する。図１０は、第３実施形態に係る会話評価装置１
０の構成を示すブロック図である。第１実施形態では、２人の会話音声を１つの音声入力
部１０２のマイクロフォンで入力する場合を例に挙げたが、第３実施形態では、２人の会
話音声を２つの音声入力部１０２Ａ、１０２Ｂのそれぞれのマイクロフォンで別々に入力
する。なお、第１実施形態に係る会話評価装置１０の構成と同様の機能を有する部分につ
いては同一符号を付してその詳細な説明を省略する。
【００８８】
　第３実施形態に係る会話評価装置１０では、図１に示す判別部１０８、言語データベー
ス１２２が設けられていない。これは、第３実施形態に係る会話評価装置１０では、各人
の音声を別々の音声入力部１０２Ａ、１０２Ｂで入力するので、問いを発する人と回答を
する人を決めれば、発話が問いである否かの判定は不要だからである。
【００８９】
　次に、このような第３実施形態に係る会話評価装置１０の動作について説明する。図１
１は、第３実施形態に係る会話評価装置１０における処理動作を示すフローチャートであ
る。図１１に示すフローチャートは、図２に示すフローチャートの発話が問いか否かの判
断処理をなくしたものである。さらに図１１に示すステップＳｄ１１、Ｓｄ１２、Ｓｄ１
３は、図２に示すステップＳａ１１、Ｓａ１２、Ｓａ１５において「発話」とあるのを「
問い」としたものである。以降の図１１に示すステップＳｄ１４～Ｓｄ１９は、図２に示
すステップＳａ１６～Ｓａ２１と同様である。
【００９０】
　このような第３実施形態に係る会話評価装置１０によれば、例えば問いの音声が音声入
力部１０２Ａのマイクロフォンで入力すると、その回答の音声は別の音声入力部１０２Ｂ
のマイクロフォンで入力される。これにより、回答の評価値が表示部１１２に表示される
。これによれば、問いと回答が音声入力部１０２Ａ、１０２Ｂのそれぞれのマイクロフォ
ンから別々に入力されるので、各音声入力部１０２Ａ、１０２Ｂから入力される発話が問
いか否かの判別が不要になる。
【符号の説明】
【００９１】
１０…会話評価装置、１０２（１０２Ａ、１０２Ｂ）…音声入力部、１０４…音声取得部
、１０６…解析部、１０６Ａ…第１音高取得部、１０６Ｂ…第２音高取得部、１０８…判
別部、１０９…会話間隔検出部、１１０…評価部、１１２…表示部、１２２…言語データ
ベース、１２４…問いデータベース、１３０…選択部、１３２…問い再生部、１３４…ス
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